
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
山
梨
県
労
働
者
就
業
実
態
調
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
一
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
一
五

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
一
五

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
一
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
号

山
梨
県
労
働
者
就
業
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二

十
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
調
査
の
名
称

山
梨
県
労
働
者
就
業
実
態
調
査

二
　
調
査
の
目
的

県
内
事
業
所
に
お
け
る
労
働
者
の
雇
用
の
実
態
や
、雇
用
に
対
す
る
事
業
主
の
意
識
等
を
把
握
し
、

今
後
の
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
を
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
、
も
っ
て
労
働

福
祉
施
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
報
告
を
求
め
る
事
項

１
　
事
業
所
の
概
要
に
関
す
る
事
項

２
　
従
業
員
の
就
業
状
況
に
関
す
る
事
項

３
　
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
支
援
す
る
制
度
に
関
す
る
事
項

４
　
男
女
の
均
等
待
遇
に
関
す
る
事
項

５
　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
関
す
る
事
項

６
　
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
事
項

四
　
基
準
と
な
る
期
日

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
を
調
査
基
準
日
と
す
る
。

五
　
報
告
を
求
め
る
者

１
　
調
査
地
域

山
梨
県
全
域

２
　
調
査
対
象

県
内
の
従
業
員
五
人
以
上
の
事
業
所
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
千
の
事
業
所

六
　
報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

自
計
式
調
査
と
し
、
調
査
票
の
配
布
及
び
回
収
は
、
郵
送
に
よ
り
行
う
。

七
　
報
告
を
求
め
る
期
間

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で
を
調
査
期
間
と
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

山
梨
市
小
原
西
字
八
王
子
六
百
五
十
九
番
九

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

五
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

三
十
・
一
六
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
一
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

十
二
月
十
七
日

第
二
千
二
百
八
十
六
号

月　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
憩
山
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
天
野
早
百
合

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
千
五
十
二
番
地
の
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
化
す
る
地
域
社
会
で
、
高
齢
者
を
中
心
と
し
た
地
域
住
民
に
対
し
、
日
常
生

活
を
送
る
の
に
困
難
な
者
ま
た
は
そ
れ
ら
に
携
わ
る
人
た
ち
の
生
活
が
円
滑
に
行
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
短
期
入
所
生
活
介
護
の
場
と
各
種
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
場
を
提
供

し
支
援
及
び
介
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
九
日
ま
で

'

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
　
　
末
　
　
木
　
　
浩
　
　
一

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

放
射
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
動
試
験
シ
ス
テ
ム
及
び
Ｅ
Ｍ
Ｃ
測
定
支
援
シ
ス
テ
ム
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
　
山
梨
県
甲
府
市
大
津
町
二
千
九
十
四
番
地

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
テ
ク
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
　
東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
台
二
│
二
八
│
五
　
コ
ン

ド
玉
川
台

五
　
落
札
金
額

二
千
七
百
七
十
七
万
二
千
五
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
一
日

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日

七
一
六


